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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
九
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
た
く
り
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

糟
谷 

順
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
泉
台
一
丁
目
十
九
番
地
十
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
乳
幼
児
を
育
て
る
保
護
者
に
対
し
、
安
心
し
て
仕
事
と
子
育
て
の
両

立
が
で
き
る
場
を
提
供
し
、
日
中
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
保
育
す
る
施
設
と
し
て
地
域
に
根
ざ

し
た
子
育
て
支
援
を
行
う
。ま
た
、子
育
て
し
や
す
い
と
思
え
る
街
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
で
、

地
域
の
福
祉
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県電子入札共同システム運用管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部入札審査課システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 

５ 契約金額 

  30,229,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

項第２号に該当 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
一
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県電子入札共同システム用インターネットデータセンターの運用管理業務

等委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部入札審査課システム担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目19番２号 

５ 契約金額 

  25,467,750円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

項第２号に該当 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
小
川
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
千
百
五
十
二
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
岡
部
店 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
岡
二
千
八
百
三
十
九
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
北
本
店 

 
 

 

埼
玉
県
北
本
市
石
戸
上
字
本
村
二
百
六
十
三
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

み
ど
り
ヶ
丘
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
み
ど
り
が
丘
二
丁
目
八
番
一
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
嵐
山
バ
イ
パ
ス
店 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
地
内
三
十
一
街
区 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

寄
居
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
タ
ウ
ン 

 
 

 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
大
字
寄
居
字
大
町
千
四
百
四
十
三
番
一
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

嵐
山
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
む
さ
し
台
三
―
二
十
七
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
高
麗
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
日
高
市
字
鹿
山
三
百
八
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
清
巳 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
清
巳 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

川
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
千
三
百
七
十
七
―
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
清
巳 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
清
巳 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
オ
コ
ー
坂
戸
泉
店 

 
 

 

埼
玉
県
坂
戸
市
泉
三
丁
目
二
―
一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 
川
野
澄
人 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
幸
夫 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー 

代
表
取
締
役 

川
野
澄
人 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

丸
一
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
上
蛭
田
六
百
三
十
三
番
地
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
丸
一
ビ
ル 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
字
上
蛭
田
六
百
二
十
七
番
地 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
丸
一
ビ
ル 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
上
蛭
田
六
百
二
十
七
番
地 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ 

代
表
取
締
役 

松
澤
志
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
北
区
滝
野
川
七
丁
目
二
十
七
番
十
四
号 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
限
会
社
美
那
フ
ラ
ワ
ー 

代
表
取
締
役 

蓜
島
幸
雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
東
門
前
二
百
六
十
八
―
十
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
写
真
の
大
塚 

代
表
取
締
役 

大
塚
邦
浩 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
足
立
区
伊
興
三
丁
目
一
番
二
十
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
大
創
産
業 

代
表
取
締
役 

矢
野
博
丈 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行
字
向
一
番
地
六
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ク
ロ
ス
・
コ
ア 

代
表
取
締
役 

鈴
木
孝
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
三
橋
六
丁
目
百
八
十
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
田
食
品
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

吉
田
満 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
五
代
町
六
百
七
十
六
番
一 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
コ
モ
デ
ィ
イ
イ
ダ 

代
表
取
締
役 

松
澤
志
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
北
区
滝
野
川
七
丁
目
二
十
三
番
一
号 

 

有
限
会
社
美
那
フ
ラ
ワ
ー 

代
表
取
締
役 

蓜
島
幸
雄 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
門
前
二
百
六
十
八
―
十
九 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号



 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
大
創
産
業 

代
表
取
締
役 

矢
野
博
丈 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行
字
向
一
番
地
六
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
エ
ル
シ
ア
関
東
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

水
野
秀
晴 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四
―
四
十
七
―
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
田
食
品
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

吉
田
満 

 
 

 
 

 
 

 
 

群
馬
県
前
橋
市
五
代
町
六
百
七
十
六
番
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

丸
一
プ
ラ
ザ 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
上
蛭
田
六
百
三
十
三
番
地
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
午
前
九
時
）
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
四
十
五
分
（
年
間
六
十
日
午
前
八
時
四
十
五
分
）
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

柳
原
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
幸
手
千
二
百
九
十
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
柳
原
解
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
墨
田
区
墨
田
三
丁
目
四
番
八
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
柳
原
解
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
墨
田
区
墨
田
三
丁
目
十
一
番
十
三
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 

髙
橋
惠
三 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 

上
田
真 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号



 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

柳
原
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
幸
手
千
二
百
九
十
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
午
前
九
時
）
か
ら
翌
午
前
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
一
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
年
間
六
十
日
午
前
八
時
）
か
ら
翌
午
前
一
時
三
十
分
（
一
部
は 

午
後
十
時
ま
で
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
三
十
分
（
一
部
は
午
後
十
時
ま
で
） 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

マ
ル
エ
ツ
松
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
三
丁
目
千
九
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 
髙
橋
惠
三 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ 

代
表
取
締
役 
上
田
真 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

マ
ル
エ
ツ
松
原
店 

 
 

 

埼
玉
県
草
加
市
栄
町
三
丁
目
千
九
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
午
前
八
時
）
か
ら
翌
午
前
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
（
年
間
六
十
日
午
前
八
時
）
か
ら
翌
午
前
一
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
午
前
七
時
三
十
分
）
か
ら 

午
後
十
時 

第
二
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
午
前
七
時
三
十
分
）
か
ら 

翌
午
前
一
時
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場 

午
前
八
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
午
前
七
時
三
十
分
）
か
ら 

午
後
十
時 

第
二
駐
車
場 

午
前
八
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
午
前
七
時
三
十
分
）
か
ら 

翌
午
前
一
時
十
五
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
一
―
三
六
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
新
井
新
田
字
八
幡
脇
一
番
他
一
八
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

一
千
七
十
四
・
三
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

 

春
日
部
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

春
日
部
都
市
計
画
区
域
の
区
域 

 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
春
日
部
市
都
市
整 

 
 

備
部
都
市
計
画
課 

 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
号



１ 購入等件名及び予定数量 

「埼玉県議会だより」新聞折り込み及び配布業務 2,337,000部×４回 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県議会事務局政策調査課広報担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成25年４月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社埼玉新聞社 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目282番地３ 

５ 落札金額 

53,052,237円  

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年２月８日 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
一
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立春日部高等学校ほか32校で使用する電気  

予定使用電力量11,874,700キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

平成25年３月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 

５ 落札金額 

  269,171,270 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年２月15日 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
二
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立川越高等学校ほか34校で使用する電気  

予定使用電力量12,412,900キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

平成25年３月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 

５ 落札金額 

  277,323,556 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年２月15日 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立浦和高等学校ほか32校で使用する電気  

予定使用電力量10,428,500キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

平成25年３月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 

５ 落札金額 

  235,552,416 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年２月15日 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立熊谷高等学校ほか18校で使用する電気  

予定使用電力量6,910,100キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局教育総務部財務課学校予算・経理指導担当 埼玉県さいたま市浦

和区高砂３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日 

平成25年３月28日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社エネット 東京都港区芝公園２丁目６番３号 

５ 落札金額 

  152,912,734 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年２月15日 

 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

浅 

井 

義 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
   

並
木
川
崎
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
並
木
字
南
田
八
六
二
番
一

五
地
先
か
ら
同
市
大
字
並
木
字
南
田
八
五

八
番
一
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に

表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

供
用
開
始
の
期
日 

交
通
安
全
対
策
事
業
に
よ
る
。 

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
川

越
県
土
整
備
事
務
所
告
示
三
十

七
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区

域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
八
六
・
六
○
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
一
一
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
〇
十
六
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
字
中
山
千
八
百
七
十
五
番
一 

 
 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
三
丁
目
十
七
番
地
一 

ハ
イ
ツ
ア
ー
バ
ン
Ａ
棟
二
〇
五
号 

 
 

吉
田 

祐
二 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
三
〇
〇
六
七
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日 

 
 

越
建
セ
第
九
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
前
島
四
千
百
十
九
番
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
上
高
野
千
九
百
九
番
地 

 
 

株
式
会
社
三
邑
商
事 

代
表
取
締
役 

山
本 

浩
一 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
五
号 

 

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。 

    

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

清 

水 

松 

代 

一 

廃
止
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名
称 

 
 

株
式
会
社
日
本
教
育
ア
カ
デ
ミ
ー
渋
谷
高
等
学
院
大
宮
校
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大

門
町
三
丁
目
六
十
六
番
地
大
門
町
ビ
ル
） 

二 

廃
止
年
月
日 

    

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
六
号 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
五
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

加 

村 

啓 

二 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
運
営
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

第
十
条
第
四
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と

す
る
。 

第
九
条
第
四
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す

る
。 第

八
条
を
第
十
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
会
長
の
専
決
事
項
） 

第
四
条 

会
長
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
次
号
及
び
第
三

号
に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

二 

法
第
四
十
一
条
、
第
九
十
四
条
第
四
項
（
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
等
、
裁
決
申
請
書
及
び
確
認
申
請
書
の
欠
陥
を
補
正
さ
せ

る
こ
と
。 

三 

法
第
四
十
一
条
、
第
九
十
四
条
第
四
項
及
び
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
等
、
裁
決
申
請
書
及
び
確
認
申
請
書
の
欠
陥
を
補
正
し
な

い
場
合
に
却
下
す
る
こ
と
。 

四 

法
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
明
渡
裁
決
の
申
立
て
に
関
す
る
書
類
（
次
号

に
お
い
て
「
申
立
書
類
」
と
い
う
。
）
を
受
理
す
る
こ
と
。 

五 

法
第
四
十
七
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ

り
申
立
書
類
の
欠
陥
を
補
正
さ
せ
る
こ
と
。 

六 

法
第
九
十
四
条
第
三
項
（
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
裁
決
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

七 

法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 



八 

法
第
百
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
う
ち
前
各
号
に
掲
げ
る

事
務
に
相
当
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。 

九 

土
地
収
用
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
支
払
委
託
書
等
を
送
付
す
る
こ
と
。 

十 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
書
の
受
理
、
通
知
、
報
告
、
依
頼
そ
の
他
の
事
項
の

処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

（
指
名
委
員
の
決
定
等
） 

第
五
条 

法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
名
委
員（
次
項
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て「
指

名
委
員
」
と
い
う
。
）
は
、
収
用
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
決
定
す
る
。 

２ 

指
名
委
員
が
複
数
あ
る
場
合
に
お
け
る
審
理
の
指
揮
は
、
当
該
指
名
委
員
全
員
の
合
議
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
委
員
が
行
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


